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2.11.2 一時保存情報呼出し（ＷＳＣ） 

本業務では、新規登録前に一時的に保存した情報及び新規登録した情報を呼び出して、新規登録と

して各申請に利用することができます。 

※一時保存の保存期間は、保存または新規登録から１０日間です。 

表 2.11.2-1 一時保存の対象業務 

分類 業務名称 

内航 入港前統一申請 

入港届等 

移動届等 

出港届等 

船舶基本情報 

外航 入港前統一申請 

入港届等 

移動届等 

出港届等 

船舶運航情報 

乗組員情報 

旅客情報 

船用品情報 

船舶基本情報 

外航（運航情報使用） 入港前統一申請 

入港届等 

出港届等 

港湾管理者業務 入港料減免・還付申請 

船舶運航動静通知 

海側施設使用許可申請 

陸側施設使用許可申請 
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一時保存した情報を呼び出す 

新規登録する際に一時保存した情報及び新規登録した情報を呼び出すことができます。 

 

1. 「メインメニュー」画面から【一時保存情報呼出し】の【一時保存情報呼出し（ＷＳＣ）】をクリ

ックして「一時保存情報呼出し 検索」画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリックして「一時保存情報呼出し 検索」画面

を表示します。 
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2. 入力欄に検索条件を入力して、【検索】ボタンをクリックします。 

例：入港届等 

 
 

  

 

検索条件を入力して【検索】ボタンを

クリックします。 

業務名称を選択します。 



 

 

  

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 2-11-2-4 

 

 

3. 検索条件に該当する一時保存情報が表示されるので、呼び出したい一時保存情報を選択し、【呼出】

ボタンをクリックします。 

 

  

 

【呼出】ボタンを

クリックします。 

 

呼び出したい一時保存情報を

選択します。 
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4. 一時保存した業務の新規登録サブメニュー画面が表示されます。 

新規登録の手順に従って申請を行ってください。 

 
 

 

一時保存番号を確認してください。 


